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「内部統制システム構築の基本方針」の一部改訂に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を一部改訂

することを決議いたしましたのでお知らせいたします。（変更箇所は下線で示しておりま

す。） 

 

記 

 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

（法 362 条 4 項 6 号、規則 100 条 1 項 4 号） 

① 取締役及び使用人は、社会規範及び倫理を尊重するとともに、法令・定款及び「コン

プライアンス行動規範」を順守し、職務を執行する。 

② 取締役会は、取締役の職務執行を監督する。取締役は、職務執行状況を取締役会に報

告するとともに、他の取締役の職務執行状況を相互に監視・監督する。 

③ 内部統制室は、「内部監査規程」に基づき、業務執行部門から独立した立場で継続的に

内部統制システムの運用状況についての内部監査を行い、その結果を被監査部門にフ

ィードバックするとともに、取締役会及び監査役会に適宜報告する。 

④ 取締役及び使用人の職務の執行に係る法令順守上疑義のある行為等については、これ

らの行為を発見した使用人が会社に通報する制度（内部通報制度）を設け、不祥事の

早期発見及び未然防止に努める。 

⑤ 使用人の法令または定款違反行為については懲罰委員会が、取締役の法令または定款

違反行為については取締役会が、具体的な処分を決定する。 

⑥ 取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制

の整備をはかるほか、コンプライアンス上の重要な問題を審議させ、結果を取締役会

に報告させる。 

 



２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

（規則 100 条 1 項 1 号） 

① 株主総会・取締役会等の重要な会議の議事録、各取締役が「業務分掌規程」「職務権限

規程」に基づいて行った決裁、及び取締役の職務執行に係る情報を、文書または電磁

的媒体に適切に記録し、法令及び「文書管理規程」に基づき、定められた期間保存・

管理する。 

② 取締役の職務執行に係る情報の記録・保存及び管理状況については、監査役の監査を

受けるものとする。また、法令または取引所適時開示規則に則り、必要な情報開示を

行う。 

③ 取締役及び監査役は、「文書管理規程」により、常時１号の文書等を閲覧できるものと

する。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（規則 100 条 1 項 2 号） 

① 取締役会は、当社及び子会社の経営に対するあらゆる損失の危険に対処すべく、予め

想定されるリスクの把握を行い、損失を防止または最小限にとどめるよう、対応方針

と体制を整備する。また、当社及び子会社が共有する「リスク管理規程」に基づき、

会社の経営リスクに対して、適切かつ継続的なリスク管理を行うとともに、常に適切

に運用されるよう継続的に改善をはかる。 

② 取締役は、担当職務の執行に必要な経営リスクの把握・分析及び評価を行い、取締役

会等に対して、重要な経営判断材料として提供する。使用人は、担当職務に内在する

リスクの把握・分析及び評価を行った上で、適切な予防対策を実施するとともに、リ

スクマネジメント状況を監督し、定期的に見直す。 

③ 当社及び子会社のリスク管理を効果的かつ効率的に実施するため、取締役会の諮問機

関としてリスク管理委員会を設置し、リスク管理体制の整備とリスク回避にあたらせ

るとともに、有事の際の情報伝達を速やかに行い、迅速かつ適切な対応で被害を最小

限に食い止めることを企図する。 

④ 不測の事態が発生した場合には、リスク管理委員会に社長指揮下の対策本部を設置ま

たは対応責任者を定め、迅速な対応による損失拡大の防止に努めるものとする。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（規則 100 条 1 項 3 号） 

① 取締役会は、経営方針・戦略の意思決定機関であり、法令や「取締役会規則」で定め

られた事項、その他経営に関する重要事項を決定し、取締役の業務執行状況を監督す

る。取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会を毎月１回

開催するものとする。 



② 各取締役の職務は、取締役会決議及び「業務分掌規程」・「職務権限規程」その他の社

内規程に基づき決定され、各取締役の役割分担とその権限を明確にして、業務執行の

効率化と経営責任の明確化をはかる。これら規程等は、法令の改廃・職務執行の効率

化その他により、随時見直すべきものとする。 

③ 取締役は、中期経営計画・年度経営計画及び年度収支予算の達成に向けて職務を遂行

する。また、各事業部門の業績報告と改善策は、取締役会において報告され審議され

るものとする。 

④ 取締役会の諮問機関として「経営企画委員会」を設置し、経営に関する重要事項につ

いての検討・審議及び取締役会から委譲された権限の範囲内での決定を行い、取締役

会の職務執行の充実をはかる。 

 

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

（規則 100 条 1 項 5 号） 

① 当社及び子会社の取締役及び使用人（以下この項において「取締役等」という。）は、

社会規範及び倫理を尊重するとともに、法令及び定款を順守する。 

② 当社と子会社間の取引及び子会社間における取引は、法令・会計原則・税法その他の

社会規範に照らし適切なものでなければならない。 

③ 子会社の規程類は、当社の規程類に準じて整備されるべきものとする。 

④ その他次に掲げる体制を整備する。 

１ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する事項 

 イ 子会社の取締役等は、子会社の営業成績、財務状況その他の経営上重要な情報に

ついて、当社の取締役会、執行役員会、経営企画委員会等の会議において報告す

るものとする。 

２ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 イ 子会社の取締役等は、子会社の経営に対するあらゆる損失の危険に対処すべく、

子会社の業務の遂行を阻害する要因について、当社のリスク管理委員会において

報告するものとする。 

３ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 イ 子会社の取締役等は、当社グループ全体を網羅する中期経営計画及び年度予算に

基づく子会社の役割及び目標の達成に向けて努力するとともに、当社の取締役会、

執行役員会、経営企画委員会等の会議において進捗状況を報告するものとする。 

４ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制 

 イ 子会社の取締役等は、当社及び子会社が共有する「コンプライアンス規程」に基

づき、子会社のコンプライアンス体制の確立・浸透・定着を図るための活動につ

いての課題、及び子会社のコンプライアンス行動を阻害する要因について、当社



のコンプライアンス委員会において報告するものとする。 

 ロ 当社グループの海外拠点である子会社の取締役等は、現地の法律・会計・税務に

ついての専門家等と連携し、コンプライアンス体制の維持・向上に努めるものと

する。 

５ その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制 

 イ 子会社の取締役等及び使用人が、当社の経営方針に沿って適正に業務を運営して

いることを確認するため、定期的に内部監査を行なうものとする。 

 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項 

（規則 100 条 3 項 1 号） 

① 監査役会がその職務を補助すべき使用人（以下、補助使用人という）を置くことを求

めた場合には、取締役会は、監査役の職務が適切に行われるよう考慮し、対応する。 

 

７．補助使用人の取締役からの独立性に関する事項 

（規則 100 条 3 項 2 号） 

① 補助使用人を置くこととなった場合には、補助使用人の取締役からの独立性を確保す

るため、当該使用人の任命・異動・解任・評価・懲戒については、監査役会の同意を

得た上で社長が決定する。 

② 補助使用人は、被監査部門から独立した内部統制室に所属する。 

 

８．監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

（規則 100 条 3 項 3 号） 

① 監査役は、必要に応じて内部統制室に調査を求めることができる。 

 

９．監査役への報告に関する体制 

（規則 100 条 3 項 4 号） 

① 当社または子会社の取締役及び使用人は、職務の執行に関する法令・定款違反及び不

正行為の事実、当社または子会社各社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見

したときには、直接または当社の内部統制室を通じて直ちに監査役に報告するものと

する。 

② 当社及び子会社の取締役は、取締役会等の重要な会議において、担当職務の執行状況

及び経営に必要な社内外の重要事項についての報告を行うものとし、監査役は、当該

会議体に出席し、職務の遂行に関する報告を受けることができる。 

③ 監査役は、内部統制室と定期的に打合せを実施するとともに、必要に応じて当社また



は子会社の取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。当該取締役及び使用

人は、監査役から職務の執行に関する事項の説明を求められた場合には、迅速かつ的

確に当該事項についての報告を行うものとする。 

 

１０．監査役への報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制 

（規則 100 条 3 項 5 号） 

① 当社または子会社の取締役及び使用人は、監査役への報告をしたことを理由として解

雇その他の不利な取扱いを受けないものとする。 

② 報告者に対し、監査役への報告をしたことを理由として不利な取扱いをした使用人に

ついては懲罰委員会が、同じく不利な取扱いをした取締役については取締役会が、具体的

な処分を決定するものとする。 

 

１１．監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

（規則 100 条 3 項 6 号） 

① 監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法 388 条に基づく費用の前払い

等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要

でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。 

② 監査役会から独自に外部専門家（弁護士・公認会計士等）を顧問とすることを求めら

れた場合、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負

担するものとする。 

③ 監査役の職務について生ずる費用等を支弁するため、毎年、予算を設けるものとする。 

 

１２．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

（規則 100 条 3 項 7 号） 

① 監査役の半数以上は社外監査役とし、対外透明性を担保する。 

② 監査役は、代表取締役との協議会を定期的に開催し、監査上の重要課題（経営方針、

対処すべき課題、重大なリスク、内部統制の整備・運用の状況、監査役監査の環境整備、

監査上の重要課題）等について意見交換を行う。 

監査役は、内部統制室・会計監査人との定期的な情報交換を行い、連携して当社及び子会社

各社の監査の実効性を確保するものとする。 

 

以上 


